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平成２３年度（第６２回）全国労働衛生週間の実施及び 

福井県産業安全衛生大会の開催について 
 

 福井労働局（局長 島谷敏昭）では、事業場における労働衛生意識の高揚を図ると

ともに、自主的な労働衛生管理活動を通じた労働者の健康保持増進と快適な職場環境

の形成を目的として、下記の第１のとおり、第６２回全国労働衛生週間を実施します。 

 また、県内の事業場における安全衛生意識の高揚を図ることを目的として、下記の

第２のとおり、福井県産業安全衛生大会を開催（主唱）します。 

 これらの取組みによって、県内におけるメンタルヘルス対策の実施及び健康管理の

推進等の労働衛生対策及びリスクアセスメント等の実施の安全対策について事業場

における自主的な安全衛生管理活動の一層の促進を図ることとしています。 

 

記 

 

第１ 平成２３年度（第６２回）全国労働衛生週間 

１ 期間 

 １０月１日～７日 

 

２ スローガン 

 見逃すな 心と体のＳＯＳ みんなでつくる健康職場 

 

３ 福井労働局の重点目標 

 福井労働局においては、別添「平成２３年度全国労働衛生週間実施要綱」の 10

の実施者の実施事項（各事業場の実施事項）のうち、特に以下の５項目を期間中

の重点目標と掲げて推進していきます。 

 ① メンタルヘルス対策推進計画に基づく取組の推進 

 ② 一般定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組の推進 

 ③ 過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進 

 ④ 職場における受動喫煙防止対策の推進 

 ⑤ 粉じん障害防止対策の徹底 



４ 全国労働衛生週間にちなんだ行事 

(1) 労働災害防止団体等における労働衛生パトロール、自主点検の実施 

 全国労働衛生週間を契機に、会員事業場の労働衛生意識の高揚を図ることを目

的に、各労働災害防止団体等において自主的に実施するものです。 

 当該期間中に、会員事業場に対して社団法人福井県労働基準協会と各労働基準

監督署が合同で労働衛生パトロールを実施し、その他の各労働災害防止団体等は

会員事業場に自主点検票を配付して自主点検の実施を呼び掛けるなどの取組を実

施します。 

 

 【自主点検実施団体】 

社団法人福井県労働基準協会 

建設業労働災害防止協会福井県支部 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会福井県支部 

林業・木材製造業労働災害防止協会福井県支部 

港湾貨物運送事業労働災害防止協会日本海総支部山陰支部敦賀港分会 

社団法人建設荷役車両安全技術協会福井県支部 

社団法人日本ボイラ協会福井支部 

社団法人日本作業環境測定協会北・信越支部福井分会 

 

(2) 「健康なんでも相談コーナー」の開設 

 健康管理、保健指導等の様々な相談に、産業医が無料でアドバイスします。 

 また、各会場では、健康測定器具による測定を無料で体験できるほか、産業保

健に関する情報提供、パネル展示等も行います。 

 

開催日 会場名（会場所在地） 内容 

10月６日（木） 

13時～16時 

パリオ CiTY  

２階催事場 

福井市松城町 12－7 

健康相談（産業医） 

メンタル対策相談（産業カウンセラー） 

健康測定（骨密度・血圧・血管年齢・体脂肪） 

10月６日（木） 

14時～16時 

武生商工会館３階 

越前市塚町 101 

健康相談（産業医） 

健康測定（体脂肪） 

 

【主催】 

福井産業保健推進連絡事務所 

福井県地域産業保健センター

H22 



第２ 平成２３年度福井県産業安全衛生大会の開催 

１ 開催日 

 10 月 18 日（火） 

 

２ 会場 

 福井県生活学習館 ユー・アイふくい（福井市下六条町） 

 

３ 内容 

◎【12時 30分～15 時 00分】 

○健康チェックコーナー（血圧・体脂肪・骨密度等） 

○作業環境測定コーナー 

○最新の安全衛生保護具・用品・図書展示コーナー 

○安全衛生・健康・石綿・メンタルヘルス相談コーナー 

 

◎【13時 30分～16 時 20分】 

○安全衛生優良事業場等表彰 

○安全衛生推進の取組み事例発表 

 (株)藤澤事業 原電事業所 

  「わが社の安全衛生活動の取組み」（災害ゼロを目指して） 

 (株)福井村田製作所 

  「わが社の健康管理活動について」 

○特別講演 

「産業安全運動の歴史に学び、なすべき行動」 

 講師 富田労働安全衛生研究所 代表 富田勉 氏 

 

４ 主唱 

福井労働局 

福井・武生・敦賀・大野労働基準監督署 

 

５ 主催 

福井県労働災害防止団体連絡協議会 

 

６ 後援 

福井県 

福井県警察本部 

福井市 

連合福井 

福井県経営者協会 

社団法人福井県医師会



平成２３年度全国労働衛生週間実施要綱 

 

１  趣旨 

  全国労働衛生週間は、昭和２５年に第１回が実施されて以来、本年で第６２回を迎える。この

間、本週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活

動を通じた労働者の健康確保等に大きな役割を果たしてきたところである。 

  我が国における業務上疾病による被災者は長期的には減尐をしてきたものの近年は横ばいとな

っており、昨年は８，１１１人と熱中症等の異常温度条件による疾病の多発により前年と比べ増

加した。一方、一般定期健康診断の結果、何らかの所見を有する労働者の割合は増加を続けてお

り、平成２２年は５２．５％に上っている。 

 さらに、我が国における自殺者数が近年３万人を超えており、そのうち約２，６００人が勤務

問題を原因・動機の一つとしていること、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを

感じる労働者の割合は約６割に上っていること、メンタルヘルス上の理由により休業又は退職す

る労働者が尐なからずおり、精神障害等による労災認定件数が高い水準で推移していること等か

ら、職場におけるメンタルヘルス対策の取組みが重要な課題となっている。このため、労働者自

身のほか、管理監督者、産業保健スタッフ等が労働者の心の不調に早期に気づき適切な対処を行

うとともに、職場環境の改善につなげることにより、労働者の心の健康が確保された職場を実現

することが重要である。 

  また、労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図る観点から、受動喫煙のない職場の実現

を図ることが必要である。 

  加えて、第１１次労働災害防止計画においては、労働者の健康確保対策を推進し、定期健康診

断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減尐に転じさせること等を目標としており、目

標達成のためには、健康診断の結果に基づく措置の実施の促進等に関係者が着実に取り組み、労

働者の健康の確保を図ることが必要である。  

  このような観点から、本年度は、 

「見逃すな 心と体のＳＯＳ みんなでつくる健康職場」 

をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとと

もに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。 

 

２  スロ－ガン 

「見逃すな 心と体のＳＯＳ みんなでつくる健康職場」 

 

３  期  間 

  １０月１日から１０月７日までとする。 

 なお、本週間の実効を上げるため、９月１日から９月３０日までを準備期間とする。 

 

４  主唱者 

 厚生労働省、中央労働災害防止協会 

 

（別添） 



５  協賛者 

  建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防

止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、鉱業労働災害防止協会 

 

６  協力者 

  関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体 

 

７  実施者 

 各事業場 

 

８  主唱者、協賛者の実施事項 

(1) 労働衛生広報資料等の作成、配布を行う。 

(2) 雑誌等を通じて広報を行う。 

(3) 労働衛生講習会等を開催する。 

(4) 事業場の実施事項について指導援助する。 

(5) その他「全国労働衛生週間」にふさわしい行事等を行う。 

 

９ 協力者への依頼 

 主唱者は、上記８の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼すること。 

 

１０  実施者の実施事項 

  労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管

理活動の定着を目指して、各事業場においては、事業者及び労働者が連携・協力しつつ、次の事

項を実施する。 

  なお、震災の影響で事業活動を縮小している事業場等においては、実施事項を絞る、震災によ

り特に影響を受けた事項に重点を置いて点検をするなど自社の状況に応じた取組とすること。 

また、夏期の電力需給対策を踏まえて取り組むこと。 

(1) 本週間中に実施する事項 

ア  事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 

イ  労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示 

ウ  労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰 

エ  有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実

施 

オ  労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生

の意識高揚のための行事等の実施 

(2) 準備期間中に実施する事項 

   下記の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行い、労働衛生水準の向上を図る。 

ア 労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進 

(ｱ ) 企業及び事業者のトップによるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表    

明 



(ｲ) 衛生委員会等における調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実施状況の

評価及び改善 

(ｳ) ４つのケア（セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア

、事業場外資源によるケア）の推進に関する教育研修・情報提供 

(ｴ) 職場環境等の評価と改善、メンタルヘルス不調の予防から早期発見・早期対応、職場復

帰における支援までの総合的な取組みの実施 

(ｵ) 自殺予防週間（9 月 10 日～9 月 16 日）等をとらえた職場における自殺対策への積極的な

取組みの実施 

イ 過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進 

(ｱ) 時間外・休日労働の削減及び年次有給休暇の取得促進及び労働時間等の設定の改善によ

る仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

(ｲ) 健康管理体制の整備、健康診断の実施等 

(ｳ) 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等の実施 

(ｴ) 小規模事業場における面接指導実施に当たっての地域産業保健センターの活用 

ウ  労働衛生管理体制の確立と労働安全衛生マネジメントシステムの確立を始めとした労働衛

生管理活動の活性化 

(ｱ) 事業者による労働衛生管理体制に関する計画の作成及びその実施、評価、改善 

(ｲ) 産業医、衛生管理者、衛生推進者等の労働衛生管理体制の整備・充実とその職務の明確

化及び連携の強化 

(ｳ) 衛生委員会の開催とその活動の活性化 

(ｴ) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく必要な措置の推進 

(ｵ) 現場管理者の職務権限の確立 

(ｶ) 労働衛生管理に関する規定の点検、整備・充実 

エ  作業環境管理の推進 

(ｱ) 有害なガス、蒸気、粉じん、騒音等の有害要因に労働者がさらされる屋内外の作業場及

び酸素欠乏危険場所における作業環境測定の実施及びその結果に基づく作業環境の改善 

(ｲ) 局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置、遮へい設備等の適正な設

置及び稼働並びに検査及び点検の実施の徹底 

(ｳ) 粉じん作業場所等健康障害のおそれのある場所の清掃及び清潔の保持の徹底 

(ｴ) 換気、採光、照明等の状態の点検及び改善 

オ  作業管理の推進 

(ｱ) 自動化、省力化等による作業負担の軽減の推進 

(ｲ) 作業管理のための各種作業指針の周知徹底 

(ｳ) 適切､有効な保護具等の選択、使用及び保守管理の徹底 

カ  健康管理の推進 

(ｱ) 健康診断の実施と有所見者に対する医師からの意見聴取及び健康診断結果に基づき事業

者が講ずべき措置に関する指針による就業上の措置の徹底 

(ｲ) 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施 

(ｳ) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う措置との連携 

(ｴ) 小規模事業場における地域産業保健センターの活用 



キ 労働衛生教育の推進 

(ｱ) 雇入時教育、危険有害業務従事者に対する特別教育等の徹底 

(ｲ) 衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向上教育の実

施 

ク 職場における受動喫煙防止対策の推進 

(ｱ) 職場の全面禁煙又は有効な喫煙室の設置による空間分煙等の受動喫煙防止対策の推進 

(ｲ)労働衛生コンサルタント等の専門家による技術的な相談支援等の活用 

ケ  粉じん障害防止対策の徹底 

    第７次粉じん障害防止総合対策に基づく粉じん障害防止総合対策推進強化月間としての次

の事項を重点とした取組みの推進 

(ｱ) ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策 

(ｲ) アーク溶接作業、金属等の研ま作業等に係る粉じん障害防止対策 

(ｳ) 離職後の健康管理 

コ  職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進 

(ｱ) 作業標準の策定 

(ｲ) 作業場所、通路、階段、機械類等の形状が明確に分かる適切な照度の確保 

(ｳ) 介護作業等については、適切な介護設備、機器の導入の検討 

サ 熱中症予防対策の徹底 

(ｱ) ＷＢＧＴ値（湿球黒球温度）の活用、熱への順化期間の設定、自覚症状の有無に関わら

ない水分・塩分の摂取等の取組みの推進 

(ｲ) 夏期の電力需給対策を踏まえた節電の範囲内での熱中症予防対策の推進 

シ 電離放射線障害防止対策の徹底 

ス 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒音障害防止対策の徹底 

セ 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害防止対策の徹底 

ソ ＶＤＴ作業における労働衛生管理のためのガイドラインによるＶＤＴ作業における労働衛

生管理対策の推進 

タ  化学物質の管理の推進 

(ｱ) 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置の実施等を始め

とする自律的管理の推進 

(ｲ) 化学物質のばく露防止、作業主任者の選任、人体に及ぼす影響・取扱い上の注意事項等

の掲示、漏えい・発散防止等適切な管理の推進 

(ｳ) 化学物質等安全データシート（ＭＳＤＳ）による化学物質等の危険有害性等に関する情

報の提供及び活用 

(ｴ) 建設業、製造業における有機溶剤中毒の防止 

(ｵ) 建設業、製造業等における一酸化炭素中毒の防止 

(ｶ) ダイオキシン類による健康障害防止のための対策要綱に基づくダイオキシン類ばく露防

止措置の実施 

(ｷ) ナノマテリアルに対するばく露防止対策の徹底 

(ｸ) 職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインに基づく措

置の実施 



(ｹ) 化学物質による眼・皮膚障害防止のための保護具の着用等の徹底 

(ｺ) 化学設備等の改造、修理等の作業における中毒等の防止のための工事発注者と請負業者

との連携等の実施 

チ 石綿障害予防対策の徹底 

(ｱ) 建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底 

(ｲ) 吹き付け石綿の損傷等による石綿ばく露防止対策の徹底 

(ｳ) 石綿製品の全面禁止の徹底 

(ｴ) 例外的に禁止が猶予された石綿製品の非石綿製品への代替化の推進 

(ｵ) 離職後の健康管理の推進 

ツ  心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施のための体制の整備・充実 

テ 快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進 

ト 職場におけるウイルス性肝炎に関する理解と取組みの促進 

ナ  職場におけるエイズ問題に関するガイドラインに基づくエイズ問題の自主的な取組み 

ニ 東日本大震災に伴う復旧工事における労働衛生対策の推進 

    がれき処理作業や津波で打ち上げられた船舶の解体における石綿ばく露防止対 

策、粉じんばく露防止対策、感染症防止対策等の徹底 

 


